
配水管施設の譲渡に関する契約書 

 

茨城県南水道企業団（以下「企業団」という。）と         （以下「申込者」とい

う。）とは、茨城県南水道企業団水道事業給水条例施行規則第 10条第 2項に基づき、配水管に係

る施設（以下「施設」という。）の譲渡に関して、次のとおり契約を締結する。 

 

（総 則） 

第 1条 申込者は、次の工事にて設置する施設について、この契約書に記載されている条件で企

業団に譲渡する。 

受付番号 ：       年度  給配工 第      号 

工 事 名 ： 給 配 水管 設備 工 事 

工事場所 ：                       地先 

 

（譲渡対価） 

第 2条 施設の譲渡対価は、無償とする。 

 

（所有権の移転） 

第 3条 申込者は、竣工検査合格後、配水管施設譲渡届を速やかに提出するものとし、この届出

をもって所有権を企業団に移転するものとする。 

 

（占用手続き） 

第 4条 企業団は、本契約を締結したことにより、本来申込者がおこなうべき国・県・市・町道

に係る占用許可申請等を代行するものとする。また、将来の占用許可に係る更新手続きについ

ては、企業団の責任において行うものとする。 

 

（保証期間） 

第 5条 申込者は、配水管施設譲渡届の届出日より起算して１年間は、同施設の保証をするもの

とする。 

 

（維持管理） 

第 6条 企業団は、前条の期間を経過した後、申込者より譲渡を受けた施設の維持管理及び修繕そ

の他の費用を負担するものとする。 

 

（協議事項） 

第 7条 この契約書に定めない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、企業団と申込

者間において協議して定めるものとする。  

 

（様式第 19号） 



 

（その他） 

第 8条 譲渡施設に対して、第三者から権利を主張された場合には、申込者の責任において全て

解決するものとする。 
 
 
 

この契約の証として本書 2通を作成し、企業団と申込者双方記名押印のうえ、各自 1通を保有す

る。 

 
 

     年   月   日 

 
 

企業団      茨城県龍ケ崎市長山 1丁目 5番地 2 

                   茨城県南水道企業団 

                   企業長        

 

 

申込者 

 

 

 

 


